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Ⅱ 東京都情報公開条例・規則・趣旨・運用等        
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趣 旨 
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１ この前文は、本条例制定の背景や理念を明らかにするものである。 

２ 前文では、地方分権が進展する中で、開かれた都政の実現と憲法の保障する地方自治の確立

が求められていることを踏まえ、情報公開制度がそれらの要請に応えていくために不可欠な仕

組みであること、また、都民の「知る権利」が情報公開の制度化に大きな役割を果たしてきた

ことに対する認識を明らかにし、都民が知ろうとする都の保有する情報が得られるよう、情報

の公開を一層進めていかなければならないとしている。 

３ 本条例は、このような基本認識の下に制定されたものである。 

新たな時代に向けて地方分権が進展する中で、公正で透明な都政の推進と都民によ

る都政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方自

治を確立していくことが求められている。 

情報公開制度は、このような開かれた都政を推進していく上でなくてはならない仕

組みとして発展してきたものである。東京都は、都民の「知る権利」が情報公開の制

度化に大きな役割を果たしてきたことを十分に認識し、都民がその知ろうとする東京

都の保有する情報を得られるよう、情報の公開を一層進めていかなければならない。 

このような考え方に立って、この条例を制定する。 

 

 


